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【臨時監査-国際交流に関する目標を達成するための措置】 

 

国際交流に関する目標を達成するための措置 

 

Ⅰ．監査の概要 

 １．主な監査項目 

    ①全学的な取り組み 

    ②研究者交流の支援 

    ③留学生（受入・派遣）への取り組み状況 

 ２．監査の方法 

  ２．１ 監査の方法 

     既存資料による事前調査とともに、予め通知した質問項目に従って調査対

象部門の長（機構長・部局長・本部部長）、担当教員、事務（部）長、課長、

グループ長、及び掛長を対象に面談した。 

  ２．２ 監査の実施調査先 

     ①１１／１８（火）国際交流推進機構、国際交流センター、 

国際部、国際交流サービスオフィス 

②１１／２８（金）アジア・アフリカ地域研究研究科 

③１２／ ４（木）工学部・工学研究科 

３．監査結果 

３．１ 全学的取り組み 

 ３．１．１ 教育に関する国際交流 

 【受入】 

 （１）留学生の受入は１，３５３人（平成２０年５月現在）であり、その内容

は次のとおりである。 

ⅰ）受入留学生の半数以上は大学院で博士課程が最も多く４０％を占め

ている。部局別では工学部・工学研究科が最も多く（２３％）、以

下経済学部・経済学研究科（１２％）、総合人間学部・人間・環境

学研究科（９％）となっている。 

ⅱ）留学生の出身国・地域はアジアが多く、中でも中国・韓国・台湾の

三カ国・地域で半数以上（中国３９％、韓国１５％、台湾５％）を

占めている。 

ⅲ）留学生のうち交換留学によるものは受入が５９人と少ない（全受入

の４．４％）。派遣人数は３９人である（ただし、平成１９年度開

始の交換留学生）。なお、学生交流協定による相互単位認定の実績

については、全学の状況を把握しつつあるが、部局による認定が多
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様であり、一部把握できていないところがある。 

ⅳ）受入人数の５年間の推移では、概して増加の傾向にある。現在の規

模では全国の留学生の１％が本学の留学生受入となっている。 

（２）受入留学生に対する教育、生活及び国際交流での支援等は次のとおりで

ある。 

ⅰ）国際交流センターでは国費留学生（予備教育生・日研生・日韓生）及

び短期交流プログラム留学生に対する日本語教育の他、全学の留学生

を対象とした日本語教育を行っている。内容は漢字７クラス、初級１

９クラス、中級２７クラス、上級４クラスとなっている。受講者数は

各クラスの定員を恒常的に超過しており、施設や人員の拡充が望まれ

ている。 

ⅱ）日常生活適応のための支援策として国際交流センター相談室を設置し、

センターの教員２人及び３人の専門のスタッフを配置して、毎日直接

の相談やメールでの相談に応じることにより様々なケースに対応し

ている。 

ⅲ）京都市国際交流協会との共同事業として京都市内の小・中学校へ留学

生を派遣して授業を行うプログラムがあり、留学生が自国の文化や生

活を紹介することにより生徒・先生との相互理解やふれあいを体験す

る国際理解プログラム（ＰＩＣＮＩＫ）事業も行っている。 

（３）海外において京都大学への留学を推進するために、協力拠点として『在

外京都大学留学・広報アドバイザー』を設置している［中国の６大学--

北京（計画中）、浙江、南京、上海交通、復旦、清華--に１人ずつ配置］。 

    【派遣】 

（１）本学学生の海外留学は本部が把握するデータの他に部局独自の３ヶ月未

満の短期派遣もあり,２００人～３００人であると想定される（京都大学

概要では平成２０年５月現在で１４２人）が、本部が把握するデータの

他に部局独自の派遣があるため、全学のデータが把握できていないのが

現状である。平成１６年度のデータ（京都大学ホームページの京都大学

学生の海外留学数）では５１カ国へ２７６人が留学しているが、その内

容はつぎのとおりである。 

ⅰ）最も多い留学先は米国（３７人）で、以下フランス（２８人）、中

国（２３人）、カナダ（２０人）である。 

ⅱ）派遣元の部局では文学部・文学研究科（６９人）が最も多く、以下

アジア・アフリカ地域研究研究科（４８人）、農学部・農学研究科

（３１人）そして工学部・工学研究科（２８人）となっている。 

（２）本学学生の海外留学のための奨励・支援として次の事業がなされている。 
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ⅰ）国際交流センターでは、毎年『留学のススメ』と題した留学説明会

を開催し、新入生に対するオリエンテーションを行うとともに、随

時留学に関する説明、学生交流協定校の紹介、留学体験情報等の提

供をしており、平成１９年度は約２，０００人の学生が参加してい

る。 

ⅱ）学生交流協定を締結している大学（１９カ国５２大学）の学生と本

学学生が一緒に受講する英語による講義である『国際教育プログラ

ム（KUINEP）』は平成９年度より実施され、平成１９年度では２２

科目２５０人が受講した。 

ⅲ）本学学生の海外留学、海外研修を奨励・推進するために『国際交流

科目』を開設している。これは、海外現地研修とその前後の講義で

構成され、全学共通科目のＡ群科目として開講されている。平成１

８年度は３コース（中国―上海、ベトナム、韓国）で３８人、平成

１９年度は４コース（中国―上海・昆明、ベトナム、米国）で５２

人が受講した。 

（３）東アジア研究型大学協会（ＡＥＡＲＵ）、環太平洋大学協会（ＡＰＲＵ）、

国際大学協会（ＩＡＵ）の３つの国際大学連合に加盟し、国際大学協会

とは情報交換を主として交流しており、東アジア研究型大学協会、環太

平洋大学協会とは会議、シンポジウム、ワークショップなどによって下

表の交流実績を積み重ねてきた。 

（平成２０年１１月現在） 

 

 

 

 

（４）事務職員のインターンシップ等による国際化教育は文部科学省及び日本

学術振興会による研修等に毎年数名が派遣されている。本学独自の取組

みは次のとおりであるが、研修後の成果の継続活用という点からは今後

さらに効果的な人材活用が望まれる。 

名 称 １８年度 １９年度 

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学事務職員交流（約 3ヶ月） １人 － 

附属病院看護部海外研修（約１週間） ８人 ５人 

図書系職員海外研修 ５人 ５人 

３．１．２ 研究に関する国際交流 

（１）学術交流協定については、大学レベルで８０大学・３大学群と部局レベ 

ルでは３０６機関との間で協定が結ばれている(平成２０年８月現在)。 

国際大学連合 １９年度 ２０年度 

東アジア研究型大学協会（ＡＥＡＲＵ） ２３人 １７人 

環太平洋大学協会（ＡＰＲＵ） １８人 ２４人 
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（２）外国人研究者の受入では、外国人研究員、非常勤講師、招聘外国人学者、

外国人共同研究者、外国人研修生等の区分があるが、平成１９年度は７

４０人で、内訳は外国人研究員１０４人、非常勤講師８１人、招聘外国

人学者２２３人、外国人共同研究者２９６人、外国人研修員等３６人と

なっている。地域別では、アジアが４０％、ヨーロッパが３３％、北米

１８％となっており、主な国別では、中国、アメリカ、フランス、韓国、

ドイツとなっている。 

（３）本学国際シンポジウムも国際交流推進機構の積極的な関与の下で国内外

で実績が積み重ねられてきている。 

年度 回数 開催国 参加人数 

平成１５年度 1回 米国 ２２１人 

平成１６年度 １回 シンガポール ３６７人 

平成１７年度 ２回 中国、タイ ４７６人 

平成１８年度 １回 タイ １４８人 

平成１９年度 ２回 日本、インドネシア ５７１人 

    （４）ホームページの多言語表記化は京大ホームページが４ヶ国語表記、国際

交流推進機構のホームページが２ヶ国語表記となっているが、東南アジ

ア研究所のホームページの京都大学、東南アジア多言語ポータル「Ｋ

yoto Ｕniversity in Ｓoutheast  Ａsia」では京都大学の東南アジ

ア諸国における教育研究活動や東南アジアの人々と連携した活動の紹

介を１０ヶ国語で表記している。 

    （５）海外拠点（拠点の名称についてはオフィス、フィールドステーション、

事務所と様々である）の設置は１４部局が設置しており１６カ国・３２

拠点（平成２０年５月現在）となっている。地域的には本学のフィール

ド研究の実績を反映して東南アジアとアフリカにその多くが設置され

ており、欧米ではアメリカのみである。それぞれの海外拠点における研

究交流実績の把握については課題である。 

３．１．３ 国際交流の環境整備 

（１）１，２９１人の留学生（平成１９年度）の受入れに伴う住居については、

本学所有の国際交流会館が１８％、学生寮が９％と少なく、全体の６０％

が民間住宅となっている。 

  ⅰ）本学の受入れ住居施設としては旧七帝大の平均に比較して少ない（収容

率）にも拘わらず入居率は９０％とよく活用されている。 

   ⅱ）厳しい住居状況の補完策として、京都市営向島学生センターの京都大学

割当戸数の拡大、民間住宅の京都大学留学生専用の住居への転用、民間

住宅へ入居する際の機関保証制度（財団法人京都大学コンソーシアム等）
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の活用、大学近隣の不動産物件のホームページによる紹介等を行ってい

る。 

（２）留学生支援・交流事業として、新入生歓迎パーティの開催、留学生ラウン

ジ｢きずな｣での交流イベント（月例）、見学旅行を定期的に実施している。

「きずな」の交流イベントにおける一回の参加者は１５人程度である。 

（３）留学生の各種悩みに対応すべく、留学生相談室に専門相談員を配置し面談

とメールで相談を受けている。年間で約５００件の相談を受けているが、

内容は健康相談が最も多く（約２２％）、続いて進学・転学（約１７％）、

勉学・研究（約１５％）となっている。 

        （４）「武田記念京都大学外国人留学生特別支援プロジェクト｣により、平成１

７年にすべての国際交流会館全戸におけるインターネット回線の敷設、留

学生相談室の改修、平成１８・１９年度には武田記念特別チューター制度

の整備・実施、武田記念学生交流促進シンポジウムの実施、国際交流多目

的ホール・来賓応接室の設置等の充実が図られている。 

      （５）国際交流会館での入居者のための日本文化紹介イベント（映画、茶道、華

道、日本語、日本料理教室）も定期的に行われている。 

３．１．４ 今後の課題 

  部局として次の課題を認識している。 

  （１）「留学生３０万人計画」への対応として平成２０年９月に「京都大学留学

生政策ＷＧ」が組織され検討が開始されている。 

  （２）部局を含めた全学レベルの国際交流のデータを収集し、現状を評価し、新

しい施策を考え、対応するための人的リソース（調査・企画・広報機能を

持つ組織）を確保する必要がある。 

  （３）国際交流センターの若手教員は、担当する多くの授業および非常勤講師サ

ポートのため過負荷状態で、研究時間が少ない。 

  （４）国際交流関係の業務を遂行できる事務スタッフが少なく、長期・計画的な

人材育成と国際交流業務に着目した適切な人事異動等による適正規模の

人員配置が必要である。 

  （５）留学生の宿舎確保の問題の解決が急がれる。 

 ３．２ 工学部・工学研究科での取り組み 

     工学部・工学研究科では、国際交流委員会を設置するとともに、「グローバ

ルリーダシップ大学院工学教育推進センター」が中心となって種々の国際交流

事業に取り組んでいる。 

  ３．２．１ 教育上の国際交流に対する取り組み 

（１）留学生の受入では、平成２０年１０月現在、３４２人（全学１，４２５人

の２４％）の受入を行っており、毎年その数は増加してきている。研究生
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の受入も行っているが、大半は入学試験に合格して修士・博士後期課程に

入学している。 

（２）産業界でのグローバル人材の活躍を目的とした経済産業省、文部科学省の

連携事業である「アジア人財育成プログラム」では、平成１９年度５人、

平成２０年度１０人の学生を受け入れ、日本産業界で働くための教育を実

施し、平成１９年度入学の第一期生はすべて日本企業に就職が内定してい

る。 

（３）受入留学生のための特別コース（総合工学２１人、サスティナビリティ基

礎工学８人）を博士後期課程に設け、英語による講義だけで学位が取れる

しくみを構築し、平成１９年度よりスタートしている。 

（４）学生の海外派遣は、大学院の学生を対象として行われ、平成１９年度は２

６５人（延３７０件）が１ヶ月以上派遣されている。学生の海外留学は学

生交流協定に基づくもので、平成１８年度２人、平成１９年度４人である。 

（５）学生の国際化のために次の事業が行われている。 

  【大学院】 

ⅰ）「グローバルリーダーシップ大学院工学教育推進センター」では国

際化対応の工学研究科共通科目を開設した。 

ⅱ）大学院教育改革 GP採択による国際化支援活動（各種経費補助） 

ⅲ） 国際化関連科目として英語による授業科目（平成２０年度２６科目）、

マラヤ大学・清華大学との連携による英語での遠隔講座、実践的科

学英語演習および科学技術国際リーダーシップ論を開始している。 

     【学部】 

ⅰ）「科学英語」講座の開設 

ⅱ） 文科省理数学生応援プロジェクトに採択された「グローバルリーダ

ーシップ工学プログラム」を平成１９年度に開設している。 

  ３．２．２ 研究上の国際交流に対する取組み 

     研究上の国際交流では、学術交流協定による交流、海外シンポジウム研究発

表、海外拠点での国際交流、国および公的機関による国際交流事業を行ってい

る。これらの事業の実績は今後「社会に対する情報」として意識的に発信して

いく必要性が認識されている。 

（１）部局間学術交流協定は、平成１８年度３０、平成１９年度３０、平成２

０年度２７となっているが、部局レベルの協定から全学レベル協定への

移行もあり、協定大学数はほぼ横ばいである。工学部・工学研究科の協

定更新の運用としては、５年間の協定で交流実績がなければ更新しない

ことを原則としている。 

（２）学習成果の認定では、派遣先大学の基準によって単位認定の有無が決め
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られている。受入においては単位認定を行い、派遣元大学が認定できる

よう配慮している。 

（３）海外シンポジウム、海外での研究発表における国際交流も多く行われて

いる。派遣が平成１８年度１，０９１人、平成１９年度９８７人、受入

が平成１８年度５３６人、平成１９年度４９０人で、１ヶ月以上のもの

も少なくない。 

（４）日本学術振興会による拠点大学交流事業は３事業（環境科学、都市環境、

先端微粒子ハンドリング科学）あり、それぞれ清華大学とマラヤ大学と

で共催している。平成１８年度、平成１９年度で３事業合わせて毎年約

２００人の参加者がある。 

（５）文部科学省による「２１世紀ＣＯＥプログラム」として３事業がなされ

てきた。現在はグローバルＣＯＥプログラムとして３事業（物質科学の

新基盤構築と次世代育成国際拠点、光・電子理工学の教育研究拠点、ア

ジア・メガシティの人間安全保障工学）が実施されている。 

（６）海外拠点として深圳に設置した「京都大学－清華大学環境技術共同研究

教育センター」では寄附講座を開設してきた。平成２０年度からは遠隔

講義の形で続けている。 

３．２．３ 今後の課題 

（１）「留学生３０万人計画」について検討しているが、正規生だけの受入で

なく、非正規生（短期留学）としての受入も含めた柔軟な対応を考えて

いく必要がある。 

（２）国際交流会館は洛北、宇治地区のみに設置されており留学生を多く受け

入れる桂キャンパスのある洛西地区にも是非必要である。 

（３）国際交流を推進していく事務スタッフの育成が考えられていない。キャ

リアパスを充分考えた国際交流推進事務スタッフ養成が急務である。 

  ３．３ アジア・アフリカ地域研究研究科 

３．３．１ 教育上の国際交流に対する取組み 

    （１）外国人留学生受入は毎年４～５人で、平成１９年６月現在で２０人（東

南アジアから１８人、アフリカから２人）である。 

（２）フィールドステーションにおいては、４年半の間に大学院生約１５０人

の派遣に対して７０人の教員を派遣してオンサイト・エデュケーション

（隣地研修）を行ってきた。 

（３）派遣は前期に講義が集中しているため、後期に多くなっている。派遣中

は保険を付保するほか、現地非常時は動向の通知を強く指導している。 

（４）学生はＮＧＯを立ち上げて社会貢献活動をしており、中・高校の総合学

習に出講するなどの取組みをしている。 
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     ３．３．２ 研究上の国際交流に対する取組み 

（１）部局間交流協定については、アジア・アフリカ地域研究研究科（１６協

定）、東南アジア研究所（１７協定）、アフリカ研究地域資料センター

（１３協定）が、それぞれ締結しているが、重複しているものもあり、

現在引継ぎ中である。 

（２）シンポジウム、ワークショップは、平成１５年度～平成１８年度の間に

東南アジア、アフリカで９コースが開催され、平成１５年度～平成１８

年度の間に東南アジアでセミナー・研究会が１１コース開催されている。 

（３）海外拠点はフィールドステーションとしてアジア９拠点、アフリカ５拠 

点を設けている。 

ⅰ) フィールドステーションは常設事務所として設置した機関型と臨時的に

調査地に設けた機動型の２種類がある。 

ⅱ）フィールドステーションでは、４年半の間（平成１４年度～平成１８年度） 

に１２人の若手研究員（主として２１世紀ＣＯＥプログラムによる）が、

現地のカウンターパート（主として大学）の協力を得て共同研究を行って

きた。 

ⅲ）フィールドステーションを通じて次の成果を挙げている。 

①地域研究のオンサイト・エデュケーションという方法論の確立・発展 

②現地滞在することによる大学院生の経済的負担の軽減 

③留学ビザ取得の円滑化 

④学外日本人研究者・研究組織への支援 

⑤現地カウンターパートの教育研究の支援 

ⅳ）ワークショップセミナーの開催は次の成果を挙げた。 

①学生・研究者のイベント開催のノウハウの取得 

②アジア現地政府機関、現地住民への研究成果の還元 

   ３．３．３ 今後の課題 

     部局として次の課題を認識している。 

（１)「留学生３０万人計画」では、研究科の定員が少ないため、多くの留学生を

受け入れると日本人枠が少なくなりすぎるおそれがある。 

（２）フィールド調査が多いため、毎月 1 回の奨学金の支給手続き（署名作業）

を改めることが必要である。 

（３）東南アジア研究所の事務職員の定員によって研究科の業務もしていかなく

てはならないので、事務職員の負荷が大きくなっている。 

（４）アジア・アフリカの領域では日本一の貴重な資料が豊富にあるにもかかわ

らず、図書館のスペースおよび運営スタッフ（司書）が不足している。 

（５）競争的資金に関する事務業務が多くなってきており、それに携わる教員の
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負荷が従来の二倍になっている。 

Ⅱ．監事意見 

１．国際的社会貢献に関する情報発信の強化 

     京都大学の国際交流として、教育に関する国際交流（留学生の受け入れ等）と

共に研究に関する国際交流が多岐にわたり実行されている。これらの国際交流の

多くは、社会貢献的な側面を持っており、教育に関する社会貢献及び研究に関す

る社会貢献とも捉えられる。 

国際交流推進機構、工学部・工学研究科、アジア・アフリカ地域研究研究科に

関するヒアリングの範囲ではあるが、次のような国際交流が列挙できる。 

    ・学術交流・学生交流協定に基づく研究者及び学生の交流（受け入れ・派遣） 

    ・京都大学国際シンポジウムなど様々な国際シンポジウム、ワークショップ、

セミナーの開催 

    ・東アジア圏学生交流推進プログラムの推進 

    ・環太平洋大学協会(APRU)の推進及び東アジア研究型大学協会(AEARU)の活動

を通じた海外の学生との交流の促進並びにネットワークの構築 

    ・国際交流センター多文化交流フォーラムの開催 

    ・国際理解プログラム（PICNIK）の実施 

    ・アジアの人間安全保障に向けた環境マネジメントと地域防災に関する教育・

研究の国際連携の推進 

    ・京都大学－清華大学環境技術共同研究・教育センターの開設 

    ・環境マネジメント人材育成国際拠点の展開 

    ・拠点大学交流事業―「環境科学」「都市環境」の推進 

    ・先端研究拠点事業の推進 

    ・２１世紀 COE プログラム、グローバル COE プログラムの推進 

    ・「グローバル工学人財育成プログラム」の推進 

    ・大学院教育改革支援プログラム「国際化支援事業」「産学連携交流」の推進 

    ・留学生のための特別コース－総合工学特別コース、サスティナビリティ基盤

工学特別コースの設置 

    ・フィールドワークを通した臨地教育・研究の融合の推進 

現在京都大学では、このように多岐にわたった国際交流事業を通じて社会貢献

が行なわれている。これらのプログラムはそれぞれのプログラムごとに開催の案

内やパンフレットなどを通じて情報発信されているが、このような多岐にわたる

国際的な社会貢献の全体像については発信されておらず、京都大学の国際的側面

からの社会貢献の実態が社会に伝わり切れていないと考えられる。京都大学全体

としての国際的な社会貢献は多岐の教育・研究にわたっており、その全体を取り

まとめることは困難であると考えられるが、それらの主要な内容を取りまとめ発
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信することは、十分可能でありかつ社会からの期待に応えるものであると考える。 

京都大学の国際的な教育・研究に関する社会貢献が、継続的に社会に発信され、

多くの人々に役立つと共に京都大学の価値向上につながることを期待したい。将

来的には、『京都大学の社会貢献白書』（国際版及び国内版）として発信されるこ

とを望みたい。 

 

２．国際業務の「調査・企画力」の強化 

   学生交流協定に基づく「相互単位認定」の実情、海外拠点の連携における研究交

流内容、研究員の海外の派遣人数など全学に係わる重要な情報の一部分について本

部で把握されていない。したがって、全学的な国際交流に関する実態は不明確であ

る。また、京都大学の国際交流戦略を部局と連携を図りつつ計画的に実行していく

体制も十分ではない。 

   現在の国際交流推進機構及び国際部の体制で調査・企画業務にも注力することは

困難な状況であるが、国際関係業務は近年強化されてきた業務であり、喫緊の課題

である「留学生３０万人計画」のための企画と実行などの重要な業務が今後ますま

す増加することは必定であり、その戦力強化（計画的な国際業務担当者の人材育成

も含む）を検討し、計画的な体制整備が必要な時期であると考える。同時に、現在

の業務を「調査・企画」関係の業務と「実施」関係の業務に区分し、事務効率化の

観点も加えつつ、調査・企画業務を強化していくことが必要である。 

このような体制強化により、本部として京都大学の国際交流の全学的状況を把握

し、部局から求められる国際交流に関する教育・研究支援を強化し、京都大学とし

ての国際的な教育・研究活動を一層強化することができるものと考える。また、前

項でも述べた国際的な社会貢献活動に関する広報活動も強化できるものと考える。 

 

３．留学生３０万人計画に向けて 

   文部科学省等により「留学生３０万人計画」（目標達成時期は２０２０年）が打

ち出され、すべての大学において大きな関心が持たれている。本計画に基づき、日

本留学への誘い、入試・入学・入国の入り口の改善、受け入れ環境づくり、卒業・

修了後の日本社会での就職等の受入れの推進と共に、大学等のグローバル化の推進

が強力に進められようとしている。こうした状況に対応して「京都大学留学生政策

ＷＧ」では、「京都大学 知性と卓越の国際学生養成計画（案）」がまとめられてい

るが、現段階では試案であり、京都大学として確定された計画ではない。今後、京

都大学が「留学生３０万人計画」に対応していくためには、他大学と比較して劣位

にある受入れ宿舎の整備等が大きな課題であると考えられ、長期的にかつ計画的に

実行されなければならない課題でもある。 

現在京都大学の当計画に対する基本的考え方や具体的対応策が明らかにされて
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いる状況ではないが、部局にとってこのテーマに対する関心は高く、いずれの部局

からも今後の課題として「留学生３０万人計画」が挙げられた。このような状況を

鑑みると、京都大学の国際戦略を明確化しつつ、「留学生３０万人計画」の進捗状

況に対応して、できるだけ早期に当計画に対する京都大学の基本的考え方と具体的

対応策を明らかにし、各部局で計画的に具体的施策が検討、実施され、本計画に的

確に対応していくことが求められる。 

                                以 上 
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【臨時監査-コンプライアンスに関する取組み】 

 

コンプライアンスに関する取組み 

 

Ⅰ．監査の概要 

 １．主な監査項目 

   コンプライアンス徹底への取組み状況 

 ２．監査の方法 

  ２．１ 監査の方法 

     既存資料による事前調査とともに、予め通知した質問項目に従って調査対

象部門の長（機構長・部局長・本部部長）、課長、グループ長、及び掛長を

対象に面談した。 

  ２．２ 監査の実施調査先 

     ①１２／  ８（月）薬学部 

②１２／１１（木）ウイルス研究所 

③１２／１２（金）環境安全保健機構・環境安全衛生部・保健管理センター 

         総務部 

３．監査結果 

３．１ 労働安全衛生法改正に対する対応 

 （１）平成１９年以降労働安全衛生法は改正されていない。同法施行規則は改

正された。 

（２）法令改正に関する情報は専ら官報及び厚生労働省のホームページの閲覧

によっている。 

（３）法令改正による学内関連規程の改訂については、環境・安全・衛生委員

会の議を経て、部局長会議、教育研究評議会、役員会に付議のうえ決定

している。 

（４）規程改正等の周知については、本学ホームページ及び「全学事務用グル

ープウエア」によっているが、必要により事務(部)長会議で補足説明を

している。 

（５）環境安全衛生部では、各部局の安全衛生管理体制を把握するため、部局

安全衛生推進者の配置状況及び部局安全衛生委員会の設置並びに開催の

状況について調査・確認した。 

 

３．２ 健康管理に対するコンプライアンスについて[「労働安全衛生法」(以下

「法」)、「学校教育法」(以下「学教法」)、「学校保健法」(学保法)、「京

都大学安全衛生管理規程」(以下「規程」)] 
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【産業医】 

 （１）７事業場(吉田・病院・宇治・桂・熊取・犬山・大津)に産業医を配置し、

総括産業医１名を選任している。 

（２）法施行規則第１５条及び規程第１５条に定める毎月１回の事業場毎の産

業医による巡視は吉田・熊取事業場ではなされているが、他５事業場で

は巡視頻度が不足している。なお、職場巡視結果報告(必要な措置を含む)

については書面によってなされている(平成２０年５月７日付附属図書

館宛報告書で確認)。 

【学校医】 

（１）学保法第１６条及び規程第１６条の定める学校医には保健管理センター

の６人の医師が選任されている。 

（２）学保法施行規則第２３条第２項及び規程第１７条に定める学校医の執務

記録簿は作成していない。「執務記録簿は、通常学校医の勤務体制が非

常勤であることからその作成が求められているしくみであり、本学は常

勤学校医であるため作成する必要がない」としているが、コンプライア

ンス上の問題がクリアーされているか否かについては当局に確認され

ていない。 

【学生の健康診断】 

（１）学教法第１２条、学保法第６条及び規程第３２条第５号のとおり、学生

一般定期健康診断を実施しており、受診率も平成１８年度８８％、平成

１９年度８８％と高い（受診率が高い理由として一般定期健康診断の受

診が試験を受ける条件である旨通知していることが考えられる）。受診

結果は証明書自動発行機により学生が自らプリントアウトする方法で

通知しているが、緊急の場合は直接通知している。 

（２）学保法第４条の学生就学時健康診断についても毎年実施されている。 

【健康管理体制】 

（１）教職員、学生等の安全保持、保健衛生及び環境保全に関する重要事項を

審議する組織として、環境・安全・衛生委員会（委員長は安全管理担当

理事）が設置されており、平成１９年度は５回、平成２０年度は１回開

催されており、議事録も作成されている。また、教職員、学生等の保健

管理及び学内衛生に関する事業計画、保健管理センターの所長及び教員

人事等を審議する組織として保健衛生委員会が設置されている。 

（２）法第１８条及び規程第２０条に定める事業場衛生委員会は７事業場すべ

てに設置されており、事業場の過半数代表者の推薦を得た者も選任され

ている。委員長は総括安全衛生管理者が充てられている。委員会は、労

働安全規則第２３条、規程第２３条に定められたとおり平成２０年度に
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おいて毎月１回開催されている。 

（３）規程第２４条に定める部局安全衛生委員会についても７２延部局中、６

１部局において設置されている(教育学研究科、国際交流センター、産

官学連携センター、こころの未来研究センター、女性研究者支援センタ

ー、先端医工学研究ユニット、先端技術グローバルリーダー養成ユニッ

ト、本部、生存基盤科学研究ユニット、次世代開拓研究ユニット及び宇

宙船総合学研究ユニットが未設置である。)。開催頻度については把握

していない。 

   【職員の健康診断】 

（１）法第６６条及び規程第３２条の職員の一般定期健康診断は規程のとおり

毎年実施されている。受診率（人間ドック受診者を含む）は、平成１８

年度８４％、平成１９年度７４％となっているが、未集計の学外での受

診を加えると実際の受診率は想定で９０％程度である。（大学では本学

の事情に似通った近畿地方の２国立総合大学平均で１９年度９０％、民

間企業では５，０００人規模以上の企業で９３％――１９年度厚労省調

査――という状況である）。 

（２）法第６６条及び規程第３６条に定める健康診断結果記録は「総合的健康

管理システム」を導入して一元管理をしている。ただし、当システムへ

の入力データは集団検診による健診結果のみで、各人が個々に受診する

人間ドックによる健診結果のデータは現在入力中である。 

（３）法第６６条第６項及び規程第３７条に基づく職員への健康診断結果及び

必要な措置については書面により通知している。必要な場合は精密検査

および治療の指導を行っている。さらに緊急の場合は職員を呼び出して

指導している。ただし、遠隔地については外部医療機関に委託している

ため、保健管理センターではフォローできていない。 

（４）平成２０年度から保険者(文科省職員共済組合)に義務付けられた特定保

健指導は、保健管理センターとして行っていない。 

（５）法第６６条第２項及び規程第３２条第３号による有害業務従事者健康診

断（例えばＤＮＡ、ＤＦＲＳ関係従事者の特殊健康診断）も行っている。 

【今後の課題】 

次のものがある。 

  ①過重労働対策 

  ②麻疹・新型インフルエンザ対策 

   これらが発生した場合、大学としての対応が必要となってくる。 

③メンタルヘルス対策 

セルフケア（自己管理）とラインケア（職場管理）を相互補完していく
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ことが重要であり、保健管理センター及び医療機関の連携した施策が必

要である。現状ではｗｅｂによるメンタルチェックと啓発講座を開催し

ている。 

 

３．３ 放射線障害の防止に対するコンプライアンスについて[（「放射性同位元素

等による放射線障害の防止に関する法律」(以下「法」)、「京都大学における

放射線障害の防止に関する規程」（以下「規程」）] 

 ３．３．１ 全学の取組み 

 【管理体制】 

（１）規程第３条に定めるとおり全学組織である放射性同位元素等管理委員会

（管理委員会）および放射線障害予防小委員会（小委員会）が組織されて

いる。現在管理委員会は２９委員、小委員会は３５委員である。 

（２）管理委員会は平成２０年度２回、小委員会は平成２０年度４回開催の予定

で既に３回開催されている。 

（３）各部局の部局委員会の活動状況については把握していない。 

（４）法の改正毎に本学の規程を改正しているが、部局の規程についても指導

を行ったうえで改正し、いずれも必要な場合は文科省へ提出している。 

（５）規程７条に定める放射線取扱主任者、エックス線作業主任者については

部局毎にまた、部局にあっては適切な単位毎に選任しており、毎年１回

の「放射性同位元素等使用施設等調査点検」（立ち入り点検）において

確認している。立ち入り点検において確認した不具合については改善依

頼書を発行するとともに、改善報告書の提出を求めている。 

   【管理状況】 

（１）全学の状況は、規程第１１条のとおり「立ち入り点検」により毎年確認さ

れている。平成２０年度は放射性同位元素等使用承認施設が１４部局２０

事業所ある。平成２０年度のＸ線装置・電子顕微鏡は合わせて４３３台保

有しているが、内２０年度の設置・変更・廃止は４０台となっている。 

      （２）管理区域の掲示は立ち入り点検で毎年確認されている。 

      （３）取扱者の登録は４，６３２人となっている(平成２０年第２四半期報告)。

四半期毎に新規登録者などによる増減が小委員会に報告されている。 

      （４）取扱者の教育訓練は、規程第１３条から第１６条に定められているとおり

定期的に行われており、平成１９年度では新規取扱登録者の新規教育訓練

を１，０５８人、既登録者の再教育訓練を３，７０９人が受講している。

受講しなければ取扱者としての登録ができないしくみとなっているので、

ほぼ全員が受講していると推定できる。 

      （５）規程第１６条の具体的措置の一つとしての登録者の健診は、新規教育訓練
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時に受診し、以後６ヶ月以内毎に受診することになっている。受診しなけ

れば取扱者としての登録ができないしくみとなっているので、ほぼ全員が

受診していると推定できる。 

【危機管理】 

（１）平成２０年７月に宇治キャンパスの粒子線発生室で小火事があり消火器で

消火する事故があったが、放射能の漏洩・被ばくはなく、管理委員会の措

置には至らなかった。 

（２）これまで地震による放射能の漏洩、被ばく等の重大な被害は発生していな

い。 

３．３．２ 部局での取り組み 

   薬学部・薬学研究科の取組みは次のとおりである。 

【管理体制】 

  （１）「部局の放射線障害防止に関する事項を調査審議する委員会（部局委員会）」

が設置されており、２回／年開催されている。 

  （２）部局の放射線障害予防規程が制定されており、改正等についても適宜行わ

れている。 

  （３）放射線取扱主任者は３人選任しており、全体を総括する総括取扱主任者も

選任している。また、Ｘ線作業主任者も選任している。 

  【管理状況】 

  （１）放射性同位元素等を取り扱う施設は１箇所で施錠されている。Ｘ線発生装

置は３台である。 

  （２）使用施設の文科省への新設・改廃の許可申請、管理状況報告を行っている

他、施設の点検についても専門業者に実施を委託している他、１回／年の

小委員会の立ち入り点検が実施されている。 

  （３）放射線取扱者の登録は約２５０人（学生２００人、教職員５０人）が登録

されており、各取扱者の教育訓練受講歴と健康診断結果は台帳により管理

されている。 

  【危機管理】 

  （１）規程第１９条による措置の例はこれまで発生していない。実験中の火傷が

あった他、少量の廃棄物の持ち出しがあったが、全員に事情聴取を行い解

決した。 

  （２）規程第１８条により震度４以上の地震が発生した場合について、被害状況

の報告が義務付けられている。 

  （３）規程第１７条第４項の規定にもとづく非常時の緊急連絡網が作成され、必

要な箇所に貼られている。 
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ウイルス研究所の取組み 

   【管理体制】 

（１）「ウイルス研究所放射線障害予防規程」が制定されている。 

（２）「放射線障害防止委員会」が組織され、放射線取扱主任者が選任されている。

委員会は適宜開催されている。 

   【管理状況】 

（１）放射性同位元素等を取り扱う施設は１箇所で、Ｘ線装置は２台ある。放射性

同位元素等を取り扱う施設については、入室が二重扉となっており、それぞ

れ、施錠されている。入室の記録は放射性同位元素等を取り扱う施設におい

ては入退室記録、Ｘ線装置においては使用記録を作成することになっている。 

（２）帳票（施設等の点検記録）による施設の自己点検もなされており、記録もと

られている。文科省へは「平成１９年度放射線管理状況報告書」に添付して

提出されている。小委員会の立ち入り点検も受けている。 

（３）教職員および学生のほとんどが取扱者として登録されており、登録者は毎年取

扱の教育訓練を受講している。 

【危機管理】 

（１）過去二十年間、非常事態の措置をしなければならないケースは発生してい

ない。 

（２）阪神大震災の時も放射能漏洩、被ばく等の重大な被害は発生しなかった。 

（３）非常時連絡網が作成され、通知されている。 

（４）他大学でコンプライアンス違反案件が発生した時には、直ちに部局で自主

的に調査している。 

 

  ３．４ 就業規則の改廃に対するコンプライアンスついて［「労働基準法」（以下「労

基法」）「京都大学教職員就業規則」（以下「就業規則」）］ 

   ３．４．１ 改正内容 

   （１）平成１９年度における就業規則及び関連規程の改正は以下の１３件であった。 

      ①教職員就業規則の一部改正 

      ②教職員休職規程の一部改正 

      ③教職員の再雇用に関する規程の一部改正 

      ④教職員給与規程の一部改正 

      ⑤教職員退職手当規程の一部改正 

      ⑥教職員懲戒規程の一部改正 

⑦有期雇用教職員就業規則の一部改正  

⑧時間雇用教職員就業規則の一部改正  

⑨教職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正  
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⑩教職員の自己啓発等休業に関する規程の制定  

⑪教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部改正  

⑫教職員初任給調整手当支給細則の一部改正  

⑬教職員特地勤務手当支給細則の一部改正 

   （２）ただし、労基法改正に伴う就業規則の改正はなかった。 

   ３．４．２ 改正手続 

   （１）改正の際には所定の会議体に付議するとともに、労基法第９０条に定める過

半数代表者へ説明をし、意見を聴いたうえで、総長が決裁し、過半数代表者

の意見書を添付し、労基法第８９条の定める労働基準監督署への届出を行っ

ている。 

   （２）労基法第８９条の定める労働基準監督署への届出は総務部で行っているが、

遠隔地における届出は部局に依頼している。 

   ３．４．３ 改正の学内通知 

   （１）各部局へ改正内容の周知徹底を依頼するとともに、ホームページ上で周知し

ている。また、必要な場合は、改訂の概要とポイントを説明資料として付け

ている。 

 

  ３．５ 労働時間管理に対するコンプライアンスについて［「労働基準法」（以下「労

基法」）「京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程」（以下「規程」）］ 

   ３．５．１ 労働時間管理の方法 

   （１）規程第１０条のとおり、出退勤は始業時のみ出勤簿に押印し、終業時は押印

しないこととしている（定時始業・定時終業以外は休暇、超過勤務の手続等

を行う）。ただし、本部の事務組織では「就業管理システム」で始業・終業、

休暇、超過勤務等勤務時間管理を行っている。 

   （２）時間外労働管理については、一般職員、管理・監督者、教員（専門業務型裁

量労働制適用者）毎に所定の方法が定められている。一般職員は「超過勤務

等命令簿」により管理されているが、教育研究推進本部および経営企画本部

では「就業管理システム」により管理されている。 

   （３）労基法３６条の定めによる３６協定も７事業場毎に締結されている。 

   （４）規程第２２条のとおり休暇管理は「休暇簿」により管理されている。年次有

給休暇は時間単位、特別休暇、病気休暇及び職務専念義務免除は分単位で管

理している。 

   ３．５．２ 労働時間管理の啓蒙 

   （１）新規採用時の職員研修では労働時間管理について説明しているが、課長・係

長昇格時の研修では特にプログラムに入れていない。 

   （２）労働時間短縮については、担当理事名で労働時間短縮の必要性について文書
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により通知をしている。 

   ３．５．３ 労働時間の実態管理 

   （１）３６協定の限度外の時間管理は部局に依頼しており、限度外の申請・届出は

総務部を通じて、過半数代表者に通告書により通告している。総務部では全

学の時間外労働時間を可視化して改善策を検討すべく、個人別・部局別・月

別に集計している。 

   （２）総務部は定時退勤日の設定を各部局に依頼しているが、部局別の実施状況に

ついては把握していない。 

   （３）労働時間の短縮については、平成１８年７月に労働時間短縮推進委員会より

「労働時間短縮のための提言」がなされ、提言を検討のうえ担当理事名で平

成１８年１１月に各部局に対して労働時間短縮施策の推進が依頼されている。

全学の労働時間短縮推進の所掌部門である総務部では、教職員の労働時間短

縮への意識改革は進んできていると認識しているが、労働時間短縮施策の実

施状況の把握はしていない。 

 

Ⅱ．監事意見 

１．法律改正等に伴う諸規程の改廃等の対応と放射線障害防止 

    労働基準法、労働安全衛生法、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律等の改正に伴う就業規則等の諸規程の改正、関係機関への届出、教職

員・学生等への周知徹底は確実に行われている。また、法律改正以外の要因によ

る就業規則の改正等についても同様に、周知徹底は確実に行われている。 

    放射性同位元素等による放射線障害の防止に関しては、京都大学における放射

線障害の防止に関する規程及び部局の放射線障害予防規程が定められ、管理及び

必要な諸手続は本部及び部局において確実に行われている。さらに部局における

管理状況は、小委員会による「立ち入り点検」（１回／年ただし、小規模施設は

隔年）により確認されている。「立ち入り点検」で確認された指摘事項に対して

は、その改善内容の報告を求め、小委員会で安全等の確認が行われており、放射

性同位元素等による放射線障害の防止に関する本部の統制業務について、Ｐ－Ｄ

－Ｃ－Ａが確実に実行されている。この業務の遂行状況をモデル化し、事例（別

紙）として提示させていただくので今後の仕事の進め方の参考にしていただきた

い。 

 

２．健康管理 

    事業場安全衛生委員会は、すべての事業場で所定の委員が選定され、規程の通

り（１回/月）の委員会が開催され、委員会議事録が作成されている。また、産

業医は、規程の通り事業場毎に定められているが、毎月１回の事業場の巡視につ
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いては、吉田事業場及び熊取事業場以外の事業場は、実行されていない。健康診

断は、想定ではあるが９０％程度の教職員と９０％弱の学生が受診し、受診結果

は職員に対して個別に通知し、学生に対しては証明書自動発行機による証明を行

っており、健康に問題のある人に対して受診指導が行われている。 

    産業医による職場巡視は、安全衛生管理規程第１５条で「少なくとも毎月一回

の事業場等の巡視」を定めている。コンプライアンスの観点からは吉田事業場及

び熊取事業場以外の事業場でも毎月一回の巡視が実行されなければならない。ま

た、健康診断は正確な受診率が把握されておらず、９０％程度の教職員が受診し

ているとの過去の実績値からの想定しかない。受診人数が明確でないのは、対象

となる職員の把握が充分でないこと及び学外で健康診断を受診している状況を

把握しつつも一元管理ができていないからである。まず全学の教職員の受診に関

する正確な実情を把握し、全学の受診状況を正確に把握することが必要である。

次に安全衛生管理規程第３２条では、「教職員に対して１年以内ごとに１回の健

康診断を定期的に行う」と定めている。事務体制を整備し、明確になった未受診

者に対して受診を働きかけ、一人でも多くの教職員が受診するよう具体的な施策

が実行されなければならない。 

さらに、職員の健康維持・増進という観点からは、全学の健康診断の実情を分

析し、教職員の健康障害の予防及び健康増進策を策定し、実行していくことが望

まれる。将来的には、健康診断のみならず生活状況調査や運動能力検査なども実

施する健康測定が行われ、運動指導、保健指導、栄養指導、心理相談等に結び付

けていくことが望ましい。 

教職員の健康障害の予防、さらには健康の増進は、教職員一人ひとりの健康管

理が原点であり、教育・研究及び業務の質の向上の原点である。上記のような努

力が継続されることを期待したい。 

 

３．労働時間管理 

    労働時間管理は、出退勤は出勤簿、時間外労働は超過勤務命令簿、年次有給休

暇及び特別休暇・病気休暇は休暇簿により管理されている。労働時間管理は各部

局で行われており、職員のみならず教員の勤務時間の把握や管理・監督者の勤務

時間管理についても実行されるような仕組みが構築されている。時間外労働につ

いては、法に定める３６協定も締結され、総務部で個人別・月別の実績を把握し、

個人別時間外労働管理を行い、協定限度超労働の手続きについてもその都度なさ

れている。また、総務部では労働時間管理の実情について全学的な調査を実施し、

分析を行いつつある。 

    労働時間の短縮については、平成１８年７月に労働時間短縮推進委員会の提言

がまとめられた。この提言を検討の結果、平成１８年１１月に担当理事より「労
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働時間の短縮対策について」（超過勤務縮減のための環境整備等、定時退勤日の

設定、職員の意識の向上等、年次有給休暇の取得を推進）が各部局長に通知され

ている。しかしこの通知についての部局における実施状況が本部において把握さ

れていない。 

    このように労働時間管理についての仕組みは労働基準法および就業規則に沿

って構築されており、コンプライアンス上問題はないと考えられる。また、現在

本部部門及び部局の労働時間管理の実情の把握と分析が行われつつあるが、これ

からは、「労働時間管理の実態」の把握・分析とともに「労働時間短縮の実態」

についての各部局における実情を把握し、全学的な労働時間管理上の課題を明確

にすることが必要である。そのうえで全学的な労働時間管理改善のための具体的

対応策を取りまとめ、着実に実行していくこと、さらに本部部門及び部局の実情

に対応した具体的方策も合わせて実行していくことが平成１８年度担当理事通

達の「労働時間の短縮対策について」の施策を一層推し進めていくことになるも

のと考える。 

また、本部部門及び部局における労働時間管理に関する改善努力が継続される

よう総務部が支援していくことも必要である。例えば、労働時間の短縮に取り組

み具体的な成果をあげている事例を全学に紹介するのも有効な施策の一つであ

る。このような継続的な努力が総実労働時間（所定内実労働時間・時間外労働時

間）の短縮を実現していくことにつながると考える。 

                                  以 上 



【別紙】

部局委員会 放射性同位元素等管理委員会

放射線障害予防小委員会

放射線取扱主任者 環境安全保健機構

ＲＩセンター 

Ｘ線作業主任者 保健管理センター

防止措置の確認

支援と確認

立入り点検

防止措置の支援

健康診断サービスの提供

未措置の改善 未措置の改善
点検報告書

改善報告書

ＤＯ

ＣＨＥＣＫ

ＡＣＴＩＯＮ

教育訓練計画の立案

点検マニュアルの作成

管理体制の通知

改善の勧告・督励

改善の支援

立ち入り点検の実施

教育訓練の提供・支援

部局

本部の統制業務(放射線障害防止施策の一例)のＰＤＣＡ

各種通達

防止措置の実施

防止措置の決定

各種支援

重点点検目標・計画の決定

管理・点検手順の提供

本部

ＰＬＡＮ


